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１【提出理由】

　2025年６月27日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金12円　総額773,292,576円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、多田憲之、吉村文雄、和田耕一、鎌田裕也、小

嶋雄嗣、早河　洋、野本弘文、植木義晴の８名を選任するものであります。

 

第３号議案　当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件

「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を一部変更した上で「当社株券等の

大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」として継続するとともに、当社定款第13条

の規定（新株予約権無償割当ての決定機関）に基づき、買収への対応方針に利用するための新株予約

権無償割当てに関する事項の決定につき当社取締役会へ委任するものであります。

 

 



(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

剰余金の処分の件
564,252 33,884 0 （注）１ 可決　94.3

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）８名選任の件

   

（注）２

 

多　田　憲　之 541,044 57,113 0 可決　90.5

吉　村　文　雄 538,015 60,141 0 可決　89.9

和　田　耕　一 572,746 25,411 0 可決　95.8

鎌　田　裕　也 572,554 25,603 0 可決　95.7

小　嶋　雄　嗣 572,774 25,383 0 可決　95.8

早　河　　　洋 572,355 25,802 0 可決　95.7

野　本　弘　文 562,938 35,218 0 可決　94.1

植　木　義　晴 573,314 24,843 0 可決　95.8

第３号議案

当社株券等の大規模買付行為に関す

る対応方針（買収への対応方針）継

続の件

443,033 155,127 0 （注）１ 可決　74.1

 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上

 


